
（３）地域における学習機会の提供

　障害のある子どもの学校外活動や学校教育
終了後における活動等を支援するためには、
地域における学習機会の確保・充実を図ると
ともに、障害のある人が地域の人々と共に、
地域における学習活動に参加しやすいように
配慮を行う必要がある。
　文部科学省では、公民館や図書館、博物館
といった社会教育施設について、それぞれの
施設に関する望ましい基準を定めるなど、障
害の有無にかかわらず、すべての人々にとっ
て利用しやすい施設となるよう促している。

（４）家庭への支援等

　教育の機会均等の趣旨及び特別支援学校等
への就学の特殊事情にかんがみ、保護者の経
済的負担を軽減し、その就学を奨励するため、
就学のため必要な諸経費のうち、教科用図書購
入費、交通費、寄宿舎居住に伴う経費、修学
旅行費等について、保護者の経済的負担能力
に応じて、その全部又は一部を助成する特別支
援教育就学奨励費が保護者に支給されている。

５．施設のバリアフリー化の促進

　学校施設の整備については、障害のある幼
児児童生徒が支障なく学校生活を送るために
障害の種類や程度に応じたきめ細かな配慮を
行うよう、文部科学省では、学校種ごとの「学
校施設整備指針」において、施設の計画・設
計上の留意点を示している。このほか、学校
施設のバリアフリー化に関する基本的な考え
方や計画・設計上の留意点を示した「学校施
設バリアフリー化推進指針」を策定するとと
もに、具体的な取組を事例集として取りまと
めている。また、平成26年３月に取りまとめ
た「災害に強い学校施設の在り方について～
津波対策及び避難所としての防災機能の強
化～」では、災害時に避難所となる学校施設

におけるバリアフリー化の必要性について示
している。これらの指針や事例集等は、地方
公共団体等に配布するとともに、研修会等を
通じて普及啓発に努めている。
　さらに、公立学校についてはエレベーターや
スロープなどのバリアフリー化に関する施設整備
について国庫補助を行うなど、各地方公共団体
におけるバリアフリー化の取組を支援している。
　また、私立の特別支援学校並びに小・中学
校の特別支援学級において、障害に適応した
教育を実施する上で必要とする設備の整備を
学校法人が行う場合に、国がその一部を補助
している。補助対象となる設備には、立体コ
ピー設備、FM等補聴設備、VOCA（音声表
出コミュニケーション支援装置）、携帯用防
犯ベル、スクールバスなどがある。

身体運動に関わる活動を行う自立活動室の整備事例

学校施設のバリアフリー化の事例（スロープの設置）
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